
平
成
七
年
自
治
省
令
第
三
十
三
号

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
第
十
四
条
の
地
方

税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場

合
等
を
定
め
る
省
令

大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
（
平
成
四
年
法
律
第
百

十
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
阪
湾
臨
海
地
域

開
発
整
備
法
第
十
四
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う

措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

（
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方

公
共
団
体
）

第
一
条
　
大
阪
湾
臨
海
地
域
開
発
整
備
法
（
平
成
四
年
法

律
第
百
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当

該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
係
る
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
整
備
計
画
の
同
意
の
日
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度

内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を

合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
〇
に
満

た
な
い
府
県
又
は
〇
・
七
二
に
満
た
な
い
市
町
村
と
す

る
。

（
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
中
核

的
施
設
等
）

第
二
条
　
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

中
核
的
施
設
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
中
核
的
施
設

等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
規
定
す
る
構
成
施
設
に

よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

一
　
一
の
施
設
（
一
の
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
又
は
用

途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
家
屋
若
し
く

は
構
築
物
で
あ
っ
て
一
団
の
土
地
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又

は
構
築
物
（
構
成
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を

構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号
及
び

第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令

第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
十

三
億
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
対
象
施
設
が
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
法
人
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
若
し
く
は

建
設
さ
れ
、
又
は
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
若
し

く
は
拠
出
さ
れ
た
金
額
の
三
分
の
一
を
超
え
る
数

又
は
金
額
が
法
人
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
十
八
号
）
別
表
第
一
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
に

よ
り
所
有
さ
れ
、
又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
を
さ

れ
て
い
る
法
人

ロ
　
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
金
額
若
し

く
は
拠
出
さ
れ
た
金
額
の
四
分
の
一
以
上
の
数
又

は
金
額
が
一
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
所
有
さ

れ
、
又
は
出
資
若
し
く
は
拠
出
を
さ
れ
て
い
る
法

人
（
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）

三
　
当
該
対
象
施
設
に
係
る
家
屋
に
つ
き
当
該
対
象
施

設
に
含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当

該
家
屋
に
つ
き
そ
の
床
面
積
（
機
械
室
、
廊
下
、
階

段
そ
の
他
共
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
部
分
の
床
面
積

（
以
下
「
共
用
部
分
の
床
面
積
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
る
部
分

の
床
面
積
（
共
用
部
分
の
床
面
積
を
除
く
。
）
の
占

め
る
割
合
が
四
分
の
一
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
当
該

対
象
施
設
に
係
る
構
築
物
に
つ
き
当
該
対
象
施
設
に

含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
構

築
物
に
つ
き
こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所

得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行

令
第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額

の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
る
部
分
を
構
成

す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
占
め

る
割
合
が
四
分
の
一
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
構
成
施
設
は
、
法
の
趣
旨
を
実
現
す
る
上
で
特
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
施
設
と
し
て
法
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
整
備
計
画
（
以
下
「
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）

ご
と
に
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
施
設
で
、
当
該
施
設
の

用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物
（
当
該
施
設
に
含
ま
れ

る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
、
宿
舎
又
は
宿
泊

施
設
、
附
属
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶

店
若
し
く
は
物
品
販
売
施
設
の
う
ち
そ
の
利
用
に
つ
い

て
対
価
若
し
く
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定

め
の
あ
る
施
設
（
以
下
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産

（
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は

法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
億

円
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
会
員
そ
の
他
の
当
該
施
設

を
一
般
の
利
用
客
に
比
し
て
有
利
な
条
件
で
利
用
す
る

権
利
を
有
す
る
者
が
存
す
る
も
の
又
は
風
俗
営
業
等
の

規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
風
俗
営
業
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性

風
俗
特
殊
営
業
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す

る
。

（
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条
　
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
不
動
産
取
得
税
　
整
備
計
画
の
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
同
意
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
あ
っ
た
日
（
以

下
「
同
意
の
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
五
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
法
第
二
条
第

一
項
の
大
阪
湾
臨
海
地
域
又
は
同
条
第
二
項
の
関
連

整
備
地
域
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
地
域
に
つ
い

て
は
、
同
意
の
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

る
日
ま
で
の
期
間
内
）
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
核
的
施
設
等
を
設
置
し
た
者
（
以
下
「
中
核
的
施

設
等
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
中
核

的
施
設
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
施
設
の
用
に

供
す
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取

得
（
同
意
の
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地

の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当

該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当

該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
場
合

二
　
固
定
資
産
税
　
中
核
的
施
設
等
設
置
者
に
つ
い

て
、
当
該
中
核
的
施
設
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
若
し

く
は
構
築
物
（
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限

る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
の
日
以
後

に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築

物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土

地
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令
第

一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
湾
臨
海
地
域

開
発
整
備
法
第
十
四
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴

う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条

第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
減
価
償
却
資
産

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増

設
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
阪
湾
臨
海
地
域

開
発
整
備
法
第
十
四
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴

う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条

第
一
項
第
一
号
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
減
価
償
却
資
産

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増

設
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

1


